
 

 

未活用労働の把握に関する準備調査の考え方 

 

 ILO 決議への対応については、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 26 年

３月 25 日閣議決定）において、28年度末までに結論を得ることとされているため、27

年度に実施する準備調査の結果を踏まえて、28 年秋を目途に労働力調査の変更計画案

を統計委員会に諮問する予定である。 

 

１ 検証内容 

【同一世帯による検証】 

① 調査票Ａ（現行の基礎調査票及び特定調査票）、Ｂ（改正後の基礎調査票及び特

定調査票）の現行定義失業者数の差異の検証（調査票の設計変更に伴う現行定

義失業者数への影響の有無） 

② 調査票Ｂの新旧（現行）定義失業者数の差異の検証（新旧失業者の水準・割合

の比較） 

③ 調査票Ａ、Ｂの回収率・記入漏れ率等の検証（調査項目の追加と調査票のサイ

ズ拡大の影響の有無） 

【非同一世帯による月別結果の検証】 

① 月別数値の安定性・特異性の有無の検証 

調査票Ａ、Ｂの各基礎調査票・・・（現行）定義の失業者数・割合 

調査票Ｂの特定調査票・・・時間関連不完全就業者数、潜在労働者数・割合 

② 調査票Ａ、Ｂの回収率・記入漏れ率の月別結果（特異性の有無）の検証 

 ※ 詳細な検証を行う観点から、４パターンの組合せ（Ａ-Ａ、Ａ-Ｂ、Ｂ-Ａ、Ｂ-

Ｂ）で調査を実施することも考えられるが、サンプルサイズが小さくなり誤差が

大きくなること、一方、十分なサンプルを確保することは予算上困難であること

から、本準備調査においては、Ａ-Ｂの組合せで実施する。 

 

２ 地理的範囲  東京都（ただし、島しょ部は除く。） 

 

３ 属性的範囲  15歳以上の者 

 

４ 対象期間  平成 27年 10月～平成 28年 3月の６か月間 

 

５ 対象数  毎月約 10,000世帯 

 

６ 選定の方法 

  現行の労働力調査と類似の方法（現行の労調では、東京都を表章するための標本設

計はしていないが、同様の層化基準を東京都に当てはめるなどの方法がある。） 
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７ 調査票（非 OCR形式） 

① 新旧定義の失業者は、基礎調査票の中で同時に把握 

    失業率の月次動向を見るためには、標本設計上、毎月４万世帯を対象とする調

査（基礎調査票による調査）が必要である一方、新旧（現行）基準の失業率を別々

の基礎調査票で調査・集計することは、要員・日程・予算上の問題などから現実

的に不可能である。 

② 新定義の失業率算出のための調査事項は、基礎調査票の設問の最後に追加 

基礎調査票の５欄（就業状態）で把握している、現行定義の失業者数の時系列

把握に影響が生じないようにする。 

③ 時間関連不完全就業者の把握及び未活用労働指標（LU2～LU4）の算出に必要な調

査項目については、特定調査票において把握 

    報告者負担や調査・集計に要する費用・要員等の問題から、基礎調査票におい

て毎月調査・集計することは困難であること及び現行の特定調査票において失業

率以外の未活用労働の算出に必要な調査項目の多くが、すでに把握されている。 

 

８ 今後のスケジュール（予定） 

平成 27 年３月上旬  意見招請官報公示（⇒同月下旬：提案書締切り） 

平成 27 年３月下旬  雇用失業統計研究会（第３回） 

平成 27 年４月上旬  承認申請手続の開始 

平成 27 年４月上旬  契約手続開始（⇒同月下旬：官報公告） 

            ＜調査票の規格内容確定期限＞ 

平成 27 年７月上旬  承認申請手続の完了 

平成 27 年７月中旬  請負業者決定（契約締結） 

            ＜調査票様式の確定期限＞ 

平成 27 年７月中旬～10月上旬  請負業者の準備期間（約３か月） 

平成 27年 10月中旬  準備調査開始 
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現行の労働力調査調査票からの変更点 

 

１ 基礎調査票 

（１） 特定調査票から移行する調査項目 

ア 『⑬ 今仕事があれば すぐつくことができますか』 

現行の特定調査票から設問Ｃ５を移行。ただし、新定義では、就業可能期間

について、「国情により参照期間を先へ２週間を超えない範囲で拡大可能とさ

れていることから、当該調査項目の選択肢の一部を変更 

 

 

 

 

 

イ 『⑭ この１年間に仕事を探したり 開業の準備をしたことがありますか』 

     現行の特定調査票から設問Ｃ４を移行。ただし、当該調査項目は、新旧定義

に基づく失業者が記入する項目であり、現行の特定調査票の設問Ｂ３と重複す

るため、移行後の調査項目の選択肢に「この１週間にした」を加えた上で、設

問Ｂ３を削除 
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２ 特定調査票 

（１） 新たに追加する調査項目 

ア 『Ａ６ 今の仕事に追加して仕事をすることが可能ですか』 

     ILO決議における新たな概念である、時間関連不完全就業者（就業者のうち、

短い参照期間に①追加的に仕事をすることを希望し、かつ②（副業を含めた）

すべての仕事の合計就業時間が特定の閾値よりも短く、かつ ③追加的な時間

就業が可能な者 ）を把握するため、現行の調査票にない項目（上記③）を新

たに追加 
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